
ドライバーの皆様へお願い

旭川市が行うタクシー利用促進事業に御参加いただきありがと
うございます。
お客様が「あさひかわタクシーおでかけチケット」を提示した
場合は、次のとおり対応をお願いします。

• チケットを受け取り、乗車運賃から５００円を引いた額をお
客様に請求してください。

• 法人の方は受け取ったチケットを会社に提出してください。
• 個人の方は、裏に利用された日付、代表者氏名を記入してく
ださい。

（表）※２色ありますが利用方法は同じです。 （裏）

サンプル

サンプル

利用の注意点
• １回の乗車につき１枚のみ利用できます。
• 利用できる期間
令和８年９月１９日（土）～令和９年２月１１日（木・祝）まで

• ほかの割引と併用しても問題ありませんが、支払う乗車運賃が５００円以上
となる場合にのみ使用できます。（おつりは出ません。）

• 利用区間は問いません。

利用された日付と会社名、
（個人の方は代表者氏名）
を記入してください。
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